
 

 

 

 

 

長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた 

取組の周知・協力を要請します 

～福島県トラック協会・福島運輸支局・福島労働局の三者による要請～ 
 

 日時と訪問団体 

1 日  時︓令和５年５月 15 日（月） 午後２時 30から  
2 訪問団体︓福島県経営者協会連合会 
（所在地︓郡山市虎丸町 7-7 郡山市労働福祉会館） 

 
令和５年４月 28 日（金）発表 

担 
 

当 

取材に当たってのお願い 
① 訪問当日、取材していただける報道機関におかれては、５月 11日（木）までに上記担当者への電
話連絡により「報道機関名」「連絡先」「担当者氏名」「同行者氏名」の登録をお願いします。 

② 取材時は、許可された場所以外での撮影等はご遠慮願います。 
③ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの持参・着用にご協力をお願いします。 

福島労働局労働基準部監督課 

 監 督 課 長 大和 稔弘 

 主任監察監督官 管家 紀男 

電話  024（ 536） 4602 

＜今回の要請の趣旨等＞ 

貨物自動車運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災支給
決定件数が最も多い業種であることから、令和６年４月からの時間外労働の上限規制の
適用開始に向け、トラック運転者の長時間労働の是正等を一層積極的に進める必要があ
ります。 
一方、貨物自動車運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努

力だけでは見直すことが困難なものがあります。トラック運転者の負担を軽減し健康に
働けるよう、長時間の荷待ちの改善に向け、荷主の皆様の理解と協力が必要不可欠です。 
今回、トラック運転者の長時間・過重労働防止の観点から、下記事項について、会員企

業等への周知等のご協力をお願いするものです。 
 
＜要請事項＞ 

〇長時間の恒常的な荷待ちの改善について 
〇「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の周知及び遵守への協力について 

 
＜出席者＞ 

福島県経営者協会連合会長 ほか 
公益社団法人福島県トラック協会長 ほか 
国土交通省東北運輸局福島運輸支局長 ほか 
厚生労働省福島労働局長 ほか 



▸ トラック運転者は、全産業平均と比べ、年齢が高い傾向にある。

▸ トラック運転者は、全産業平均と比べ、実労働時間数が長い傾向にある。

自動車運転者の基礎統計

年齢 勤続年数 実労働
時間数

全産業平均 43.4歳 12.3年 175時間

トラック
大型 49.9歳 12.1年 212時間

中小型 47.4歳 10.9年 207時間

タクシー 60.7歳 10.5年 176時間

バス 53.0歳 11.7年 186時間

（「令和３年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）を加工して作成）

※10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所



貨物自動車運転者,

65件, 22.1％

乗用自動車運転者, 

15件, 5.1％

バス運転者,

2件, 0.6％

貨物自動車運転者,

53件, 30.8％

乗用自動車運転者,

0件, 0%

バス運転者,

0件, 0%

貨物自動車運転者,

53件, 27.3％

乗用自動車運転者, 

2件,1.0％

バス運転者, 

1件, 0.5％

＋5.2

脳・心臓疾患の職種別支給決定件数

【令和２年度】（2020年度） 【平成21年度】（2009年度）【令和３年度】（2021年度）

▸ 令和３年度の脳・心臓疾患の支給決定件数に占める貨物自動車運転者の割合は、 30.8％であ

り、職種別で最も高かった。

（厚生労働省調べ）

＋3.5

職種別



▸ 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100

時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度

▸ 自動車運転の業務、建設事業、医師等は適用猶予・除外業務（事業）とされ、改正法施行後５年間（令和６年３月まで）は

上記一般則の適用はない。

▸ 自動車運転業務従事者の上限時間（臨時的な特別な事情の場合）は年960時間とし、将来的な一般則の適用について

引き続き検討する旨を附則に規定。

▸ 自動車運転業務従事者への上限規制の適用とあわせて改善基準告示についても見直す必要がある。

時間外労働の上限規制について

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年720時間
・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限（原
則）を超えられるの
は年６か月まで

・年960時間
のみ１年間 ＝ １２か月

一般労働者

自動車運転者

法改正前 法改正後 法律による上限
（例外）

限度時間
（告示）
月４５時間
年３６０時間

など 特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間



・長時間労働、交通事故の増加
・路面運送における労働時間及び休息期間に関するＩＬＯ条約の
採択（昭和54年）

拘束時間、休息期間等の基準を定めた局長通達の策定（昭和54年）

中央労働基準審議会での関係労使の議論

※制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、週40時間制へ移行するに伴い、内容の見直しが行われ現在に至っている。

通達を大臣告示とすることで労使が合意し、
「改善基準告示」を策定（平成元年）

○ 拘束時間【始業から終業までの時間(休憩時間含む)】：（１か月）トラック…293時間、バス…４週平均１週65時間、タクシー…299時間
（１日) トラック・バス・タクシー…原則１日13時間（最大16時間）

○ 休息期間【勤務と勤務の間の時間】：原則として継続８時間以上
○ 運転時間：トラック…２日平均１日９時間 / ２週間平均１週44時間、バス…２日平均１日９時間 / ４週間平均１週40時間
○ 連続運転時間：トラック・バス…４時間以内

※その他、分割休息期間、２人乗務、隔日勤務、フェリー乗船の場合の特例有り。

労働時間等の改善を定めた局長通達の策定（昭和42年）

労働基準監督署

国土交通省との連携

関係労使の自主的改善努力と労働基準監督官の臨検監督等による指導
（令和３年自動車運転者を使用する事業場への監督指導･･･3,770件 改善基準告示違反率･･･53.3%）
① 監督署と地方運輸機関との合同による監督・監査
② それぞれの機関が把握した改善基準告示違反事案の相互通報

（中身を伴う改正：平成９年改正が最後）

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）

▸ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労

働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間（始業から

終業までの時間（休憩時間を含む））、休息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間等の基準を、平成元年に大臣告示と

して制定。

制定の経緯

主な内容

施行








